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長野県告示第44号

　救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条の規定により認定した救急病院及び救急診療所は、次のとお

りです。

　　令和５年１月30日

	 長野県知事　阿　部　守　一

名　　　称 所　　在　　地 認定の有効期限

軽井沢町国民健康保険軽井沢病院 北佐久郡軽井沢町大字長倉2375－１ 令和８年１月30日

長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院 佐久市臼田197 〃

川西赤十字病院 佐久市望月318 〃

医療法人社団軽井沢西部総合病院 北佐久郡御代田町御代田4107－40 〃

くろさわ病院 佐久市中込１－17－８ 〃

医療法人栁泉会栁橋脳神経外科 小諸市大字諸350 〃

独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター 上田市緑が丘１－27－21 〃

国民健康保険依田窪病院 小県郡長和町古町2857 〃

医療法人慈善会安藤病院 上田市中央西１－１－20 〃

医療法人健救会柳澤病院 上田市中央西１－２－10 〃

医療法人健和会小林脳神経外科・神経内科病院 上田市常田３－15－41 〃

医療法人健静会上田病院 上田市中央１－３－３ 〃

医療法人共和会塩田病院 上田市中野29－２ 〃
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整形外科上田花園病院 上田市中央西１－15－25 〃

組合立諏訪中央病院 茅野市玉川4300 〃

長野県厚生農業協同組合連合会富士見高原医療福祉センタ
ー富士見高原病院

諏訪郡富士見町落合11100 〃

諏訪湖畔病院 岡谷市長地小萩１－11－30 〃

長野県立阿南病院 下伊那郡阿南町北條2009－１ 〃

下伊那赤十字病院 下伊那郡松川町元大島3159－１ 〃

飯田病院 飯田市大通１－15 〃

輝山会記念病院 飯田市毛賀1707 〃

健和会病院 飯田市鼎中平1936 〃

瀬口脳神経外科病院 飯田市上郷黒田218－２ 〃

長野県立木曽病院 木曽郡木曽町福島6613－４ 〃

桔梗ヶ原病院 塩尻市宗賀1295 〃

医療法人元山会中村病院 塩尻市広丘高出1614－２ 〃

塩尻病院 塩尻市大門６－４－36 〃

独立行政法人国立病院機構まつもと医療センター 松本市村井町南２－20－30 〃

信州大学医学部附属病院 松本市旭３－１－１ 〃

社会医療法人財団慈泉会相澤病院 松本市本庄２－５－１ 〃

藤森病院 松本市中央２－９－８ 〃

市立大町総合病院 大町市大町3130 〃

長野県厚生農業協同組合連合会北アルプス医療センターあ
づみ病院

北安曇郡池田町大字池田3207－１ 〃

長野県立信州医療センター 須坂市大字須坂1332 〃

飯綱町立飯綱病院 上水内郡飯綱町大字牟礼2220 〃

医療法人財団大西会千曲中央病院 千曲市大字杭瀬下58 〃

医療法人公仁会轟病院 須坂市大字須坂1239 〃

長野赤十字病院 長野市若里５－22－１ 〃

長野県厚生農業協同組合連合会南長野医療センター篠ノ井
総合病院

長野市篠ノ井会666－１ 〃

長野県厚生農業協同組合連合会長野松代総合病院 長野市松代町松代183 〃

長野県厚生農業協同組合連合会南長野医療センター新町病
院

長野市信州新町上条137 〃

長野医療生活協同組合長野中央病院 長野市西鶴賀町1570 〃

医療法人公生会竹重病院 長野市田町2099 〃

医療法人健成会小林脳神経外科病院 長野市三輪１－５－21 〃

田中病院 長野市西和田１－29－８ 〃

小林病院 長野市南千歳１－14－２ 〃

北野病院 長野市三輪３－６－10 〃

長野県厚生農業協同組合連合会北信総合病院 中野市西１－５－63 〃

医療政策課

長野県告示第45号

　長野県立自然公園条例（昭和35年長野県条例第22号）第６条第１項の規定により、三峰川水系県立公園に関する公園計画

を変更したので、同条第２項において準用する第５条第４項の規定によりその概要を次のとおり告示します。

　変更後の公園計画を記載した図書は、長野県環境部自然保護課、上伊那地域振興局及び伊那市役所において縦覧に供しま

す。

　　令和５年１月30日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　保護施設計画

施設の種類 施　設　の　位　置

植生復元施設 長野県伊那市長谷非持（鹿嶺高原）
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自然保護課

長野県告示第46号

　長野県立自然公園条例（昭和35年長野県条例第22号）第７条第１項の規定により、三峰川水系県立公園の区域内に次のと

おり特別地域を指定したので、同条第２項において準用する第３条第２項の規定により、次のとおり告示します。

　この特別地域の区域を表示した図面は、長野県環境部自然保護課、上伊那地域振興局及び伊那市役所において縦覧に供し

ます。

　　令和５年１月30日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　第２種特別地域

　　伊那市内国有林南信森林管理署262林班、263林班、265林班、266林班及び279林班の各一部

　　伊那市高遠町大字東高遠、大字長谷字非持、大字長谷字黒河内、大字長谷字溝口の各一部

２　第３種特別地域

　　伊那市高遠町大字東高遠、高遠町大字勝間、大字長谷字非持、大字長谷字溝口、大字長谷字黒河内、大字長谷字市野瀬の各一部

自然保護課

２　利用施設計画

　(1)	単独施設

施設の種類 施　設　の　位　置

舟遊場 長野県伊那市長谷黒河内（美和湖公園）

園地 長野県伊那市長谷黒河内（美和湖公園）

園地 長野県伊那市長谷溝口（中央構造線公園）

駐車場 長野県伊那市長谷黒河内（戸台河原）

　(2)	歩道

路　線　名 区　　　　　　　間

美和湖畔線 起点　長野県伊那市（長谷非持・車道分岐点）
終点　長野県伊那市（長谷非持・車道合流点）
起点　長野県伊那市（長谷溝口・車道分岐点）
終点　長野県伊那市（長谷溝口・車道合流点）

長野県告示第47号

　国土交通省国土地理院長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定による基本測量を実施す

る旨の通知がありました。

　　令和５年１月30日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　作業種類

　　基本測量　時空間変位確定測量

２　作業期間

　　令和５年２月１日から終了を通知するまで

３　作業地域

　　長野県全域

建設政策課
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建設政策課

長野県告示第49号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規定により指

定した、土砂災害の発生原因が急傾斜地の崩壊である次の土砂災害警戒区域の指定を解除します。

　　令和５年１月30日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　土砂災害警戒区域の名称

　　本曽倉 (19)、原 (7)、西光 (6）、西光 (11)、中割 (1)、中割 (7) 及び菅沼 (14)

２　指定の区域

　　駒ヶ根市のうち別図に示す区域（別図は省略し、長野県建設部砂防課及び長野県伊那建設事務所に備え置いて縦覧に供します。）

砂　防　課

長野県告示第50号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規定により、

土砂災害の発生原因が急傾斜地の崩壊である土砂災害警戒区域を次のとおり指定します。

　　令和５年１月30日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　土砂災害警戒区域の名称

　　本曽倉 (19)、原 (7)、西光 (6)、西光 (11)、中割 (1)、中割 (7) 及び菅沼 (14)

２　指定の区域

　　駒ヶ根市のうち別図に示す区域（別図は省略し、長野県建設部砂防課及び長野県伊那建設事務所に備え置いて縦覧に供します。）

砂　防　課

長野県告示第51号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第８項の規定により、

土砂災害の発生原因が急傾斜地の崩壊である次の土砂災害特別警戒区域の指定を解除します。

　　令和５年１月30日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　土砂災害特別警戒区域の名称

　	　本曽倉 (19)、原 (7)、西光 (6)、西光 (11)、大坪 (3)、大坪 (5)、中割 (1)、中割 (7)、菅沼 (12)、菅沼 (16)、菅沼 (14)及び玉溝 (6)

２　指定の区域

　　駒ヶ根市のうち別図に示す区域（別図は省略し、長野県建設部砂防課及び長野県伊那建設事務所に備え置いて縦覧に供します。）

長野県告示第48号

　岡谷市長から、次のとおり測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定による公共

測量を終了した旨の通知がありました。

　　令和５年１月30日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　作業種類

　　公共測量　基準点測量

２　作業期間

　　令和４年８月25日から令和４年９月30日まで

３　作業地域

　　岡谷市
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砂　防　課

長野県告示第52号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第８項の規定により、

土砂災害の発生原因が急傾斜地の崩壊である土砂災害特別警戒区域の一部について指定を解除します。

　　令和５年１月30日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　一部について指定を解除する区域の名称

　　沢底１

２　一部について指定を解除する区域

　　辰野町のうち別図に示す区域（別図は省略し、長野県建設部砂防課及び長野県伊那建設事務所に備え置いて縦覧に供します。）

砂　防　課

長野県告示第53号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第１項の規定により、

土砂災害の発生原因が急傾斜地の崩壊である土砂災害特別警戒区域を次のとおり指定します。

　　令和５年１月30日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　土砂災害特別警戒区域の名称

　	　本曽倉 (19)、原 (7)、西光 (6)、西光 (11)、大坪 (3)、大坪 (5)、中割 (1)、中割 (7)、菅沼 (12)、菅沼 (16)、菅沼 (14)及び玉溝 (6)

２　指定の区域

　　駒ヶ根市のうち別図に示す区域（別図は省略し、長野県建設部砂防課及び長野県伊那建設事務所に備え置いて縦覧に供します。）

３	　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令（平成13年政令第84号）第４条に規定する衝撃に関す

る事項

　　別図に記載するとおり

砂　防　課

長野県告示第54号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第８項の規定により、

土砂災害の発生原因が土石流である次の土砂災害特別警戒区域の指定を解除します。

　　令和５年１月30日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　土砂災害特別警戒区域の名称

　　矢の沢

２　指定の区域

　　飯島町のうち別図に示す区域（別図は省略し、長野県建設部砂防課及び長野県伊那建設事務所に備え置いて縦覧に供します。）

砂　防　課

長野県告示第55号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第９条第８項の規定により、

土砂災害の発生原因が土石流である次の土砂災害特別警戒区域の指定を解除します。

　　令和５年１月30日

	 長野県知事　阿　部　守　一
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砂　防　課

長野県告示第56号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項の規定により、都市計画を変更し

たので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第１項の規定により、次のとおり告示し、同条第２項の規定により、

当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。

　　令和５年１月30日

	 長野県知事		阿　部　守　一

１　都市計画の種類及び名称

　　諏訪都市計画道路　３・４・20号諏訪バイパス沖田大和線

　　諏訪都市計画道路　３・６・11号立石線

　　諏訪都市計画道路　３・４・21号中央幹線

２　都市計画を定める土地の区域

　　諏訪都市計画道路　３・４・20号諏訪バイパス沖田大和線

　	　昭和48年長野県告示第585号の土地の区域を削除し、諏訪市沖田町三丁目並びに沖田町四丁目並びに沖田町五丁目並びに大字中洲

字八反田、豆田、砂田及び境通並びに大字四賀字八田通、仲田通、庄ノ田通、塚田通、均壷通、場中通、餅田通、六斗川跡、赤沼、

伝次郎田通、中島、山ノ免、山ノ免通、角道下通、頭無通、寺家通、砂田通、寺家、太夫久保、日影林通、澤久保、寺屋敷、中組、

姥捨、御曽儀、日影林、恵久保通、元山之神通及び曲坂通並びに大字上諏訪字赤羽久保、百合割、大久保、二ノ久保、二ノ久保ノ１、

福沢日向、一時坂北、東若宮、鍜冶畑、荏久保、横道上、唐澤口、山ノ神道下、北百姓地、南頭無境、木留場、木留場下、田代、川

越石、鎌倉、郷の沢、郷ノ洞、鍛冶足、皀葵久保、山梨子、曽祖父久保、篠鉢、渡辺沢、上臺見堂、恩田原、山口、中屋倉、菖蒲澤、

雨明澤及び城山の各一部を追加する。

　　諏訪都市計画道路　３・６・11号立石線

　	　平成27年長野県告示第331号の土地の区域のうち諏訪市大字上諏訪字北百姓地、山ノ神道下、川越石及び田代の各一部を変更し、

諏訪市大字上諏訪字鎌倉を削除する。

　　諏訪都市計画道路　３・４・21号中央幹線

　　平成27年長野県告示第331号の土地の区域のうち諏訪市大字四賀字赤沼の一部を変更し、諏訪市大字四賀字金子境通を削除する。

３　縦覧場所

　　長野県建設部都市・まちづくり課、長野県諏訪建設事務所及び諏訪市役所

都市・まちづくり課

長野県告示第57号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項の規定により、都市計画を変更し

たので、同法第21条第２項において準用する同法第20条第１項の規定により、次のとおり告示し、同条第２項の規定により、

当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。

　　令和５年１月30日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　都市計画の種類及び名称

　　下諏訪都市計画道路　３・４・６号高木東山田線

　　下諏訪都市計画道路　３・６・15号中央通和田峠線

２　都市計画を定める土地の区域

　　下諏訪都市計画道路　３・４・６号高木東山田線

　	　平成２年長野県告示第771号の土地の区域を削除し、諏訪郡下諏訪町字南城山、登水道、彦祖海道、向山、大口、宮ノ脇、滝口、山の神、

長久保、梅ノ木、東照時、竹原、霧久保、地引平、相沢、北之平、才ヶ久保、山之神脇、上ノ段、山田、武居、上ノ段、内久根、山

１　土砂災害警戒特別区域の名称

　　宮ノ沢及び軒山沢

２　指定の区域

　	　下伊那郡天龍村のうち別図に示す区域（別図は省略し、長野県建設部砂防課及び長野県飯田建設事務所に備え置いて縦覧に供し

ます。）
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都市・まちづくり課

の神上、神宣垣外、火燈、湯沢、御田林、小久保、大久保、秋葉山、五本松、寺平、楢林、宮久保及び川久保並びに社字地獄久保、

小田野、武居林、山之田、一ノ釜、沢、権現林、喜多林及び千松坊の各一部を追加する。

　　下諏訪都市計画道路　３・６・15号中央通和田峠線

　　昭和47年長野県告示第733号の土地の区域のうち諏訪郡下諏訪町字内久根及び楢林の各一部を変更する。

３　縦覧場所

　　長野県建設部都市・まちづくり課、長野県諏訪建設事務所及び下諏訪町役場

長野県告示第58号

　平成16年長野県告示第102号（建築基準法に基づく都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物に係る制限）

の一部を次のように改正します。

　　令和５年１月30日

	 長野県知事　阿　部　守　一

　表の諏訪都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域の項中「715ha」を「697ha」に改める。

建築住宅課

長野県告示第59号

　平成16年長野県告示第102号（建築基準法に基づく都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物に係る制限）

の一部を次のように改正します。

　　令和５年１月30日

	 長野県知事　阿　部　守　一

　表の下諏訪都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域の項中「4,606ha」を「4,619ha」に改める。

建築住宅課

長野県松本建設事務所告示第２号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、次のとおり道路の供用を開始します。

　その関係図面は、告示の日から令和５年２月16日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県松本建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和５年１月30日

	 長野県松本建設事務所長　藤　本　　　済

１　路　　　線　　　名　　158号

２　供用を開始する区間

　　松本市波田3234番の１地先から

　　松本市波田3216番の11地先まで

３　供用を開始する期日　　令和５年１月31日

道路管理課


